
<別記 ６>

事業費

着工 完了 （億円）
前年度迄
事業費

進捗率
用地

進捗率
R2年度
事業費

R3年度
以降事業

（億円） (%)
(%)
※３

（億円） （億円）
当初
※１

現行

H22 H30 49.3

H22 R6 80

※１ ２回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。

※３ 用地進捗率の上段は「事業費ベース」、下段（ ）書きは「契約（面積）ベース」である。

上位計画への位置づけ、
関連事業の状況

上段：当初※１
下段：変更

令和２年度 再評価対象事業一覧表 令和２年6月作成

整理
番号

事業計画

再評価の
理由※２

再評価の視点

前回
審議
年度

対応
方針

(原案)事業名 施設名
事業
主体

事業箇所 事業概要

工 期 事業進捗の状況及び見込み

社会経済
情勢の変化

地元等
の意向

費用対効果分析 コスト縮減
及び

代替案立案の
可能性の有無

Ｂ／Ｃ
分析基礎の
要因の変化

42.3
農整-
1

地方創生道整備推
進交付金

川棚西部地区 県 川棚町
延長 L=6,049m
幅員 L=7.0（5.5）m

事業採択後
10年経過

③
32.0 40.0 100（100） 5.7

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。

・代替案の可能性
は無い。

- 継続

・長崎県総合計画チャレンジ2020
8-(3)-4「担い手確保のための生
産基盤の整備」に「農道などの生
産基盤の推進」が位置付けられ
ている。

・町道整備状況
波佐見町南部・平野工区（H22

～H29完成）
上組西部線(H25～H31完成)

・特になし

・「川棚町」「長崎
県大村東彼地域
基幹農道建設促
進期成会」「川棚
町基幹農道建設
促進協議会」から
整備促進の要望を
受けている。

1.2 1.0

【マイナス要因】
・事業費の増（路
線延長の増に伴
う橋梁の追加、橋
梁工の基礎調査
結果に伴う工法
変更）
・工期の延長（用
地解決の遅延）

水産庁、農林水産省
林野庁関係事業

実施時期

事業採択後５年経過（補助事業） 事業採択後10(5)年経過（交付金事業）

② ③、④

③

再評価後５年経過（補助・交付金事業） 再評価後10年経過（下水道事業）

⑧ ⑨

⑧

準備・計画段階 予算化後５年経過

⑦

再評価後
再評価後５年経過

再評価実施後、工期延長または事業費増額の変更を行う事業
変更前の工期または事業費を超過する前年度まで

事業採択後10年経過

再評価の必要性の判断基準に該当する事業
事業採択後６～９年目（交付金事業）

⑤

事業期間５年以内の事業が大幅に工期が延びる見込み
事業採択後５年経過（交付金事業）

⑥

その他

社会経済情勢の急激な変化等（適宜）

⑪

準備・計画

その他上記以外で再評価の実施の必要が生じた事業（適宜）（水産庁、国土交通省）

※２ 「再評価の理由」の項目一覧

区分
国土交通省関係事業

実施時期

未着工
事業採択後５年未着工

①

⑩

長期継続

③： １０年経過
④： ５年経過

（５年経過時点で再評価が必要と判断）



<別記 ６>

事業費

着工 完了 （億円）
前年度迄
事業費

進捗率
用地

進捗率
R2年度
事業費

R3年度
以降事業

（億円） (%)
(%)
※３

（億円） （億円）
当初
※１

現行

H28 R5 180

H28 R7 180

H25 R1 17

H25 R6 21

※１ ２回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。

※３ 用地進捗率の上段は「事業費ベース」、下段（ ）書きは「契約（面積）ベース」である。

令和２年度 再評価対象事業一覧表 令和２年6月作成

整理
番号

事業計画

再評価の
理由※２

再評価の視点

前回
審議
年度

対応
方針

(原案)事業名 施設名

一般国道251号
（瑞穂吾妻バイパ
ス）

県 雲仙市
延長 L=6,400m
幅員 W=7.0(12.0)m

事業採択後
5年経過

④

社会経済
情勢の変化

地元等
の意向

費用対効果分析 コスト縮減
及び

代替案立案の
可能性の有無

Ｂ／Ｃ
分析基礎の
要因の変化

事業
主体

事業箇所 事業概要

工 期 事業進捗の状況及び見込み

上位計画への位置づけ、
関連事業の状況

上段：当初※１
下段：変更

－ 継続

道建-
2

道路改築事業
一般国道383号
（草積拡幅）

県 平戸市
延長 L=3.9ｋｍ
幅員 W=6.0（9.75）ｍ

事業採択後
6～9年経過

⑤
6.7

・平成30年7月に「原城跡」が
世界遺産に登録され、今
後、観光客の増加が見込ま
れる。

・地元自治体で構
成する「島原半島
幹線道路網建設
促進期成会」「一
般国道57号等県
南地域幹線道路
整備促進期成会」
等により、島原半
島発展のため島原
道路の早期整備を
要望されている。

1.3 1.9

【プラス要因】
・交通需要推計の
更新（最新デー
タ：H30.2）
【マイナス要因】
・供用開始時期の
遅延
【その他要因】
・費用便益分析マ
ニュアルの改定

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。

・代替案の可能性
は無い。

15.3 8.5 0（0） 14.2 150.5

・長崎県総合計画チャレンジ2020
10-(1)-2「高規格幹線道路・地域
高規格道路の整備による高速
ネットワークの構築」に位置付け
られている。
・島原道路の整備状況
愛野森山バイパスL=1.8km(H19

～H25完成）
吾妻愛野バイパスL=1.7km(H22

～H29完成)
諫早インター工区L=4.3km（H20

～R1完成）
有明瑞穂バイパスL=10.4km(R2

新規事業化)

道建-
1

道路改築事業

継続
・平戸市から整備
促進の要望を受け
ている。

1.4 1.1

【プラス要因】
・大型車交通量の
増加
【マイナス要因】
・事業費の増
・事業期間の延長
【その他要因】
・費用便益分析マ
ニュアルの改訂
（プラス要因）

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。

・代替案の可能性
はない。

-31.9 79（72） 0.1 14.2

・長崎県総合計画チャレンジ2020
10-(1)-3「生活に密着した道路の
整備による道路ネットワークの拡
充」に位置付けられている。

・特になし

水産庁、農林水産省
林野庁関係事業

実施時期

事業採択後５年経過（補助事業） 事業採択後10(5)年経過（交付金事業）

② ③、④

③

再評価後５年経過（補助・交付金事業） 再評価後10年経過（下水道事業）

⑧ ⑨

⑧

準備・計画段階 予算化後５年経過

⑦

再評価後
再評価後５年経過

再評価実施後、工期延長または事業費増額の変更を行う事業
変更前の工期または事業費を超過する前年度まで

事業採択後10年経過

再評価の必要性の判断基準に該当する事業
事業採択後６～９年目（交付金事業）

⑤

事業期間５年以内の事業が大幅に工期が延びる見込み
事業採択後５年経過（交付金事業）

⑥

その他

社会経済情勢の急激な変化等（適宜）

⑪

準備・計画

その他上記以外で再評価の実施の必要が生じた事業（適宜）（水産庁、国土交通省）

※２ 「再評価の理由」の項目一覧

区分
国土交通省関係事業

実施時期

未着工
事業採択後５年未着工

①

⑩

長期継続

③： １０年経過
④： ５年経過

（５年経過時点で再評価が必要と判断）



<別記 ６>

事業費

着工 完了 （億円）
前年度迄
事業費

進捗率
用地

進捗率
R2年度
事業費

R3年度
以降事業

（億円） (%)
(%)
※３

（億円） （億円）
当初
※１

現行

令和２年度 再評価対象事業一覧表 令和２年6月作成

整理
番号

事業計画

再評価の
理由※２

再評価の視点

前回
審議
年度

対応
方針

(原案)事業名 施設名
社会経済

情勢の変化
地元等
の意向

費用対効果分析 コスト縮減
及び

代替案立案の
可能性の有無

Ｂ／Ｃ
分析基礎の
要因の変化

事業
主体

事業箇所 事業概要

工 期 事業進捗の状況及び見込み

上位計画への位置づけ、
関連事業の状況

上段：当初※１
下段：変更

H26 R1 12

H26 R8 12

H23 H28 37

H23 R9 53.5

※１ ２回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。

※３ 用地進捗率の上段は「事業費ベース」、下段（ ）書きは「契約（面積）ベース」である。

道建-
3

道路改築事業
主要地方道野母崎
宿線
（飯香浦工区）

県 長崎市
延長 L=1,100m
幅員 W=6.0(7.5)m

事業採択後
6～9年経過

⑤
3.0 24.8

【マイナス要因】
・事業期間の延長
【その他要因】
・費用便益分析マ
ニュアルの改定
（プラス要因）

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。

・代替案の可能性
はない。

- 継続23(18) 0.1 8.9

・長崎県総合計画チャレンジ2020
10-(1)-3「生活に密着した道路の
整備による道路ネットワークの拡
充」に位置付けられている。

・（主）野母崎宿線（飯香浦工区）
の整備状況
飯香浦Ⅰ期（H18～H25完成）

・特になし
・長崎市から整備
促進の要望を受け
ている。

41.0
道建-
4

道路改築事業
主要地方道小浜北
有馬線（大亀～矢代
工区）

県
雲仙市
～南島
原市

延長 L=1,380m
幅員 W=（5.5）7.0m

1.2 1.2

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。

・代替案の可能性
はない。

- 継続

・長崎県総合計画チャレンジ2020
10-(1)-3「生活に密着した道路の
整備によるネットワークの拡充」に
位置付けられている。

・平成30年7月に「原城跡」が
世界遺産に登録され、今
後、観光客の増加が見込ま
れる。

・「島原半島幹線
道路網建設促進
期成会」から整備
促進の要望を受け
ている。

1.3 1.1

【プラス要因】
・大型車交通量の
増加
【マイナス要因】
・事業費の増
・事業期間の延長
【その他要因】
・費用便益分析マ
ニュアルの改定
（プラス要因）

事業採択後
10年経過

③
9.5 17.7 100（100） 3.1

水産庁、農林水産省
林野庁関係事業

実施時期

事業採択後５年経過（補助事業） 事業採択後10(5)年経過（交付金事業）

② ③、④

③

再評価後５年経過（補助・交付金事業） 再評価後10年経過（下水道事業）

⑧ ⑨

⑧

準備・計画段階 予算化後５年経過

⑦

再評価後
再評価後５年経過

再評価実施後、工期延長または事業費増額の変更を行う事業
変更前の工期または事業費を超過する前年度まで

事業採択後10年経過

再評価の必要性の判断基準に該当する事業
事業採択後６～９年目（交付金事業）

⑤

事業期間５年以内の事業が大幅に工期が延びる見込み
事業採択後５年経過（交付金事業）

⑥

その他

社会経済情勢の急激な変化等（適宜）

⑪

準備・計画

その他上記以外で再評価の実施の必要が生じた事業（適宜）（水産庁、国土交通省）

※２ 「再評価の理由」の項目一覧

区分
国土交通省関係事業

実施時期

未着工
事業採択後５年未着工

①

⑩

長期継続

③： １０年経過
④： ５年経過

（５年経過時点で再評価が必要と判断）



<別記 ６>

事業費

着工 完了 （億円）
前年度迄
事業費

進捗率
用地

進捗率
R2年度
事業費

R3年度
以降事業

（億円） (%)
(%)
※３

（億円） （億円）
当初
※１

現行

令和２年度 再評価対象事業一覧表 令和２年6月作成

整理
番号

事業計画

再評価の
理由※２

再評価の視点

前回
審議
年度

対応
方針

(原案)事業名 施設名
社会経済

情勢の変化
地元等
の意向

費用対効果分析 コスト縮減
及び

代替案立案の
可能性の有無

Ｂ／Ｃ
分析基礎の
要因の変化

事業
主体

事業箇所 事業概要

工 期 事業進捗の状況及び見込み

上位計画への位置づけ、
関連事業の状況

上段：当初※１
下段：変更

H25 R2 11

H25 R5 16.5

H21 R3 37

H21 R3 42

※１ ２回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。

※３ 用地進捗率の上段は「事業費ベース」、下段（ ）書きは「契約（面積）ベース」である。

0.1 6.3

・長崎県総合計画チャレンジ2020
10-(1)-3「生活に密着した道路の
整備による道路ネットワークの拡
充」に位置付けられている。

道建-
5

道路改築事業
主要地方道佐々鹿
町江迎線(楠泊～矢
岳工区)

県
佐世保

市
延長 L=2,200m
幅員 W=6.0(9.75)m

事業採択後
6～9年経過

⑤

99（99） 4.1 3.7

・長崎県総合計画チャレンジ2020
10-(1)-3「生活に密着した道路の
整備による道路ネットワークの拡
充」に位置付けられている。

・西九州自動車道の調川IC
から今福IC間が平成29年
度、松浦ICから調川IC間が
平成30年度に供用。また、
佐々ICから松浦IC間が平成
26年度に事業化され、整備
が進んでいる。
・当地域は、歴史的な教会
群や体験観光等注目され、
観光客も増えつつある。
・工区沿線に住宅等の建設
が進んでいる

- 継続

道建-
6

道路改築事業
主要地方道平戸田
平線（田平工区）

県 平戸市
延長 L=2,300m
幅員 L=6.0（9.75）m

再評価後変更
⑩

34.2

・佐世保港が「官民連携によ
る国際クルーズ拠点」を形成
する港湾に選定され、さらな
るクルーズ船観光客が見込
まれる。

・佐世保市から整
備促進の要望を受
けている。

1.4 1.1

【プラス要因】
・大型車交通量の
増加
【マイナス要因】
・事業費の増
・事業期間の延長
【その他要因】
・費用便益分析マ
ニュアルの改定
（プラス要因）

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。

・代替案の可能性
はない。

10.1 61.2 49（73）

継続
・平戸市から整備
促進の要望を受け
ている。

1.1 1.0

【マイナス要因】
・事業費の増
【その他要因】
・費用便益分析マ
ニュアルの改定
（プラス要因）

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。

・代替案の可能性
はない。

H3081.5

水産庁、農林水産省
林野庁関係事業

実施時期

事業採択後５年経過（補助事業） 事業採択後10(5)年経過（交付金事業）

② ③、④

③

再評価後５年経過（補助・交付金事業） 再評価後10年経過（下水道事業）

⑧ ⑨

⑧

準備・計画段階 予算化後５年経過

⑦

再評価後
再評価後５年経過

再評価実施後、工期延長または事業費増額の変更を行う事業
変更前の工期または事業費を超過する前年度まで

事業採択後10年経過

再評価の必要性の判断基準に該当する事業
事業採択後６～９年目（交付金事業）

⑤

事業期間５年以内の事業が大幅に工期が延びる見込み
事業採択後５年経過（交付金事業）

⑥

その他

社会経済情勢の急激な変化等（適宜）

⑪

準備・計画

その他上記以外で再評価の実施の必要が生じた事業（適宜）（水産庁、国土交通省）

※２ 「再評価の理由」の項目一覧

区分
国土交通省関係事業

実施時期

未着工
事業採択後５年未着工

①

⑩

長期継続

③： １０年経過
④： ５年経過

（５年経過時点で再評価が必要と判断）



<別記 ６>

事業費

着工 完了 （億円）
前年度迄
事業費

進捗率
用地

進捗率
R2年度
事業費

R3年度
以降事業

（億円） (%)
(%)
※３

（億円） （億円）
当初
※１

現行

令和２年度 再評価対象事業一覧表 令和２年6月作成

整理
番号

事業計画

再評価の
理由※２

再評価の視点

前回
審議
年度

対応
方針

(原案)事業名 施設名
社会経済

情勢の変化
地元等
の意向

費用対効果分析 コスト縮減
及び

代替案立案の
可能性の有無

Ｂ／Ｃ
分析基礎の
要因の変化

事業
主体

事業箇所 事業概要

工 期 事業進捗の状況及び見込み

上位計画への位置づけ、
関連事業の状況

上段：当初※１
下段：変更

H25 H30 7.3

H25 R4 12

H25 R3 15

H25 R7 15

※１ ２回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。

※３ 用地進捗率の上段は「事業費ベース」、下段（ ）書きは「契約（面積）ベース」である。

継続85（79） 1.0 2.3

・長崎県総合計画チャレンジ2020
10-(1)-3「生活に密着した道路の
整備による道路ネットワークの拡
充」に位置付けられている。

平戸市一部教会の世界遺産
登録に伴い、田平天主堂へ
の観光客が増加している。こ
れに伴い、交通量が増加し
ている。

・平戸市から整備
促進の要望を受け
ている。

道建-
7

道路改築事業
一般県道以善田平
港線
(坊田工区)

県 平戸市
延長 L=1,320m
幅員 W=5.5(9.25)m

事業採択後
6～9年経過

⑤
8.8 72.9

主要地方道厳有川
新魚目線（榎津工
区）

県
新上五
島町

延長 L=1.21m
幅員 W=6.0(9.75～12.0)m

1.3 1.1

【プラス要因】
・交通量増加
【マイナス要因】
・事業費の増
・事業期間の延長
【その他要因】
・費用便益分析マ
ニュアルの改定
（プラス要因）

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。

・代替案の可能性
はない。

-

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。

・代替案の可能性
はない。

H29 継続

・長崎県総合計画チャレンジ2020
10-(1)-3「生活に密着した道路整
備による道路ネットワークの拡
充」に位置付けられている。

・H30.7に頭ヶ島の集落が世
界文化遺産に登録され、島
内の観光客が増加してきて
いる。

・新上五島町から
整備促進の要望を
受けている。

1.1 1.1

【プラス要因】
・交通量の増加
【マイナス要因】
・事業期間の延長
【その他要因】
・費用便益分析マ
ニュアルの改定
（プラス要因）

再評価後変更
⑩

7.9 52.4 85（64） 2.9 4.3
道建-
8

道路改築事業

水産庁、農林水産省
林野庁関係事業

実施時期

事業採択後５年経過（補助事業） 事業採択後10(5)年経過（交付金事業）

② ③、④

③

再評価後５年経過（補助・交付金事業） 再評価後10年経過（下水道事業）

⑧ ⑨

⑧

準備・計画段階 予算化後５年経過

⑦

再評価後
再評価後５年経過

再評価実施後、工期延長または事業費増額の変更を行う事業
変更前の工期または事業費を超過する前年度まで

事業採択後10年経過

再評価の必要性の判断基準に該当する事業
事業採択後６～９年目（交付金事業）

⑤

事業期間５年以内の事業が大幅に工期が延びる見込み
事業採択後５年経過（交付金事業）

⑥

その他

社会経済情勢の急激な変化等（適宜）

⑪

準備・計画

その他上記以外で再評価の実施の必要が生じた事業（適宜）（水産庁、国土交通省）

※２ 「再評価の理由」の項目一覧

区分
国土交通省関係事業

実施時期

未着工
事業採択後５年未着工

①

⑩

長期継続

③： １０年経過
④： ５年経過

（５年経過時点で再評価が必要と判断）



<別記 ６>

事業費

着工 完了 （億円）
前年度迄
事業費

進捗率
用地

進捗率
R2年度
事業費

R3年度
以降事業

（億円） (%)
(%)
※３

（億円） （億円）
当初
※１

現行

令和２年度 再評価対象事業一覧表 令和２年6月作成

整理
番号

事業計画

再評価の
理由※２

再評価の視点

前回
審議
年度

対応
方針

(原案)事業名 施設名
社会経済

情勢の変化
地元等
の意向

費用対効果分析 コスト縮減
及び

代替案立案の
可能性の有無

Ｂ／Ｃ
分析基礎の
要因の変化

事業
主体

事業箇所 事業概要

工 期 事業進捗の状況及び見込み

上位計画への位置づけ、
関連事業の状況

上段：当初※１
下段：変更

H26 R1 30

H26 R8 48

H23 R1 60

H23 R6 67

※１ ２回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。

※３ 用地進捗率の上段は「事業費ベース」、下段（ ）書きは「契約（面積）ベース」である。

道建-
9

道路改築事業
主要地方道厳原豆
酘美津島線（吹崎工
区）

県 対馬市
延長 L=2.220m
幅員 W=5.5(7.0)m

事業採択後
6～9年経過

⑤
-

見直し
継続

道建-
10

街路事業
滑石町線
（大神宮工区）

県 長崎市
延長 L=850m
幅員 L=13.0(30.0)m

事業採択後
10年経過

③
29.4

・対馬の基幹産業の水産業
は近年漁獲量増加してい
る。これにより当該路線の交
通量が増加している。

・対馬市から整備
促進の要望を受け
ている。

1.1 1.1

【プラス要因】
・走行時間短縮効
果
・交通量増加
【マイナス要因】
・事業費の増
・事業期間の延長
【その他要因】
・費用便益分析マ
ニュアルの改定
（プラス要因）

・ルート変更によ
り、コスト縮減を
図っている。
・代替案の可能性
はない。

2.5 5.2 19.4（30.0） 0.2 45.3

・長崎県総合計画チャレンジ2020
10-(1)-3「生活に密着した道路整
備による道路ネットワークの拡
充」に位置付けられている。

継続
・長崎市から整備
促進の要望を受け
ている。

1.7 1.2
【マイナス要因】
・事業費の増
・事業期間の延長

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。

・代替案の可能性
はない。

-43.9 41.4（75.3） 2.3 35.3

・長崎県総合計画チャレンジ2020
9-（1）-5「人口減少に対応したま
ちづくりの推進」に位置付けられ
ている。

・都市計画区域マスタープラン（Ｈ
26）の主要な施設の配置方針の
中に明記されている。

・長崎市都市計画マスタープラン
（H28 ）の地区別構想の中に明記
されている。
・道路の整備
横道工区（Ｈ13～Ｈ25）

・特になし

水産庁、農林水産省
林野庁関係事業

実施時期

事業採択後５年経過（補助事業） 事業採択後10(5)年経過（交付金事業）

② ③、④

③

再評価後５年経過（補助・交付金事業） 再評価後10年経過（下水道事業）

⑧ ⑨

⑧

準備・計画段階 予算化後５年経過

⑦

再評価後
再評価後５年経過

再評価実施後、工期延長または事業費増額の変更を行う事業
変更前の工期または事業費を超過する前年度まで

事業採択後10年経過

再評価の必要性の判断基準に該当する事業
事業採択後６～９年目（交付金事業）

⑤

事業期間５年以内の事業が大幅に工期が延びる見込み
事業採択後５年経過（交付金事業）

⑥

その他

社会経済情勢の急激な変化等（適宜）

⑪

準備・計画

その他上記以外で再評価の実施の必要が生じた事業（適宜）（水産庁、国土交通省）

※２ 「再評価の理由」の項目一覧

区分
国土交通省関係事業

実施時期

未着工
事業採択後５年未着工

①

⑩

長期継続

③： １０年経過
④： ５年経過

（５年経過時点で再評価が必要と判断）



<別記 ６>

事業費

着工 完了 （億円）
前年度迄
事業費

進捗率
用地

進捗率
R2年度
事業費

R3年度
以降事業

（億円） (%)
(%)
※３

（億円） （億円）
当初
※１

現行

令和２年度 再評価対象事業一覧表 令和２年6月作成

整理
番号

事業計画

再評価の
理由※２

再評価の視点

前回
審議
年度

対応
方針

(原案)事業名 施設名
社会経済

情勢の変化
地元等
の意向

費用対効果分析 コスト縮減
及び

代替案立案の
可能性の有無

Ｂ／Ｃ
分析基礎の
要因の変化

事業
主体

事業箇所 事業概要

工 期 事業進捗の状況及び見込み

上位計画への位置づけ、
関連事業の状況

上段：当初※１
下段：変更

H22 R3 57.6

H22 R3 64.6

※１ ２回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。

※３ 用地進捗率の上段は「事業費ベース」、下段（ ）書きは「契約（面積）ベース」である。

道建-
11

街路事業
池田沖田線（竹松工
区）

県 大村市
延長 L=1,980m
幅員 W=20m

再評価後変更
⑩

55.6 86.1 1.4 1.3
【マイナス要因】
・事業費の増

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。

・代替案の可能性
はない。

R1 継続98（96） 3.8 5.2

・長崎県総合計画チャレンジ2020
地域別計画の県央地区(5)-1「九
州新幹線西九州ルート(長崎ルー
ト)の開業に向けた県央の新しい
まちづくり」に位置付けられてい
る。

・九州新幹線西九州ルート及び車
両基地整備

・新大村駅（仮称）周辺土地区画
整理事業
・道路の整備
小路口工区（H20～H26）

・特になし
・大村市から整備
促進の要望を受け
ている。

水産庁、農林水産省
林野庁関係事業

実施時期

事業採択後５年経過（補助事業） 事業採択後10(5)年経過（交付金事業）

② ③、④

③

再評価後５年経過（補助・交付金事業） 再評価後10年経過（下水道事業）

⑧ ⑨

⑧

準備・計画段階 予算化後５年経過

⑦

再評価後
再評価後５年経過

再評価実施後、工期延長または事業費増額の変更を行う事業
変更前の工期または事業費を超過する前年度まで

事業採択後10年経過

再評価の必要性の判断基準に該当する事業
事業採択後６～９年目（交付金事業）

⑤

事業期間５年以内の事業が大幅に工期が延びる見込み
事業採択後５年経過（交付金事業）

⑥

その他

社会経済情勢の急激な変化等（適宜）

⑪

準備・計画

その他上記以外で再評価の実施の必要が生じた事業（適宜）（水産庁、国土交通省）

※２ 「再評価の理由」の項目一覧

区分
国土交通省関係事業

実施時期

未着工
事業採択後５年未着工

①

⑩

長期継続

③： １０年経過
④： ５年経過

（５年経過時点で再評価が必要と判断）



<別記 ６>

事業費

着工 完了 （億円）
前年度迄
事業費

進捗率
用地

進捗率
R2年度
事業費

R3年度
以降事業

（億円） (%)
(%)
※３

（億円） （億円）
当初
※１

現行

H26 R2 41

H26 R9 41

H23 R2 18

H23 R7 18

※１ ２回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。

※３ 用地進捗率の上段は「事業費ベース」、下段（ ）書きは「契約（面積）ベース」である。

令和２年度 再評価対象事業一覧表 令和２年6月作成

整理
番号

事業計画

再評価の
理由※２

再評価の視点

前回
審議
年度

対応
方針

(原案)事業名 施設名

大黒町恵美須町線 市 長崎市
延長 L=110m
幅員 W=17.25(26.25)m

社会経済
情勢の変化

地元等
の意向

費用対効果分析 コスト縮減
及び

代替案立案の
可能性の有無

Ｂ／Ｃ
分析基礎の
要因の変化

事業
主体

事業箇所 事業概要

工 期 事業進捗の状況及び見込み

上位計画への位置づけ、
関連事業の状況

上段：当初※１
下段：変更

・可能な限りコスト
縮減を図る。
・代替案の可能性
はない。

H26 継続

道維-
2

道路改築事業
市道清水町白鳥町1
号線

市 長崎市
延長 L=430m
幅員 W=6.0(12.0)m

事業採択後
10年経過

③

・長崎市第四次総合計画に位置
づけられている。
・長崎市都市計画マスタープラン
に位置づけられている。
・関連事業であるJR長崎本線連
続立体交差事業が令和3年度、
長崎駅周辺土地区画整理事業が
令和5年度の完成を予定してお
り、長崎駅の交通結節点としての
機能強化が求められている。

・今後の人口減少や少子
化、高齢者に対応したネット
ワーク型コンパクトシティを
目指すため、都心部の都市
機能強化が求められてい
る。

・特になし。 1.3 1.3 -
事業採択後
6～9年経過

⑤
0.3 0.7 0（0） 0.0 40.7

道維-
1

街路事業

H23 継続
・社会経済情勢の大きな変
化はない。

・特になし。 1.7 1.4
【マイナス要因】
・工期の延長（用
地解決の遅延）

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。

・代替案の可能性
は無い。

8.8 48.6 48（45） 0.1 9.2
・長崎市第四次総合計画で安全、
安心で快適な生活道路の整備が
挙げられている。

水産庁、農林水産省
林野庁関係事業

実施時期

事業採択後５年経過（補助事業） 事業採択後10(5)年経過（交付金事業）

② ③、④

③

再評価後５年経過（補助・交付金事業） 再評価後10年経過（下水道事業）

⑧ ⑨

⑧

準備・計画段階 予算化後５年経過

⑦

再評価後
再評価後５年経過

再評価実施後、工期延長または事業費増額の変更を行う事業
変更前の工期または事業費を超過する前年度まで

事業採択後10年経過

再評価の必要性の判断基準に該当する事業
事業採択後６～９年目（交付金事業）

⑤

事業期間５年以内の事業が大幅に工期が延びる見込み
事業採択後５年経過（交付金事業）

⑥

その他

社会経済情勢の急激な変化等（適宜）

⑪

準備・計画

その他上記以外で再評価の実施の必要が生じた事業（適宜）（水産庁、国土交通省）

※２ 「再評価の理由」の項目一覧

区分
国土交通省関係事業

実施時期

未着工
事業採択後５年未着工

①

⑩

長期継続

③： １０年経過
④： ５年経過

（５年経過時点で再評価が必要と判断）



<別記 ６>

事業費

着工 完了 （億円）
前年度迄
事業費

進捗率
用地

進捗率
R2年度
事業費

R3年度
以降事業

（億円） (%)
(%)
※３

（億円） （億円）
当初
※１

現行

令和２年度 再評価対象事業一覧表 令和２年6月作成

整理
番号

事業計画

再評価の
理由※２

再評価の視点

前回
審議
年度

対応
方針

(原案)事業名 施設名
社会経済

情勢の変化
地元等
の意向

費用対効果分析 コスト縮減
及び

代替案立案の
可能性の有無

Ｂ／Ｃ
分析基礎の
要因の変化

事業
主体

事業箇所 事業概要

工 期 事業進捗の状況及び見込み

上位計画への位置づけ、
関連事業の状況

上段：当初※１
下段：変更

H23 H29 13.5

H23 R5 14.25

H23 R3 7.7

H23 R3 7.9

※１ ２回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。

※３ 用地進捗率の上段は「事業費ベース」、下段（ ）書きは「契約（面積）ベース」である。

道維-
3

街路事業 竹松駅前原口線 市 大村市
延長 L=577m
幅員 W=6.0(16.0)m

事業採択後
10年経過

③
7.1 継続

道維-
4

道路改築事業 神宮坂口線 市 平戸市
延長 L=1077m
幅員 W=5.5（9.25）m

事業採択後
10年経過

③
5.9 74.7

・通学路として早期
整備の要望を受け
ている。

1.1 1.1

【プラス要因】
・対象地域の将来
交通量の増加
【マイナス要因】
・事業費の増(労
務費、資材価格
の高騰）
・事業期間の延長
(用地解決の遅
延)

・今後実施する工
事において、現場
発生品の再利用
等により可能な限
りコスト縮減に努
めていく。

・用地買収が67％
完了しており、代
替案の可能性は
無い。

H2350.1 60(67) 1.4 5.7

・大村市総合計画の「道路網の整
備と公共交通の利便性の向上」
に位置付けられている。
・大村市都市計画マスタープラン
の「交流を促進する交通ネット
ワークの整備」、「人にやさしい交
通環境の整備」に位置付けられて
いる。

・当地域は近年宅地化が急
速に進行しており、人口が増
加し、将来交通量も増加して
いる。

1.2 1.9

【プラス要因】
・周辺の道路整備
の改善に伴い住
宅・世帯数の増加
により通行量が増
加
【マイナス要因】
・事業費の増（材
料費・人件費の単
価の増加）

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。

・橋梁1橋が今年
度完成予定であ
り、代替案の可能
性は無い。

H23 継続44（100） 1.6 0.4

・平戸市総合計画
3-3-9「快適な交通ネットワークを
整備する」に位置付けられてい
る。

・主要地方道平戸田平線（田
平工区）が西九州道路への
アクセス道路として改良さ
れ、これに接続する集落道
路として利便性の向上が図
られる。また、道路沿いは道
路整備に伴い住宅・世帯数
が増加している。

-

水産庁、農林水産省
林野庁関係事業

実施時期

事業採択後５年経過（補助事業） 事業採択後10(5)年経過（交付金事業）

② ③、④

③

再評価後５年経過（補助・交付金事業） 再評価後10年経過（下水道事業）

⑧ ⑨

⑧

準備・計画段階 予算化後５年経過

⑦

再評価後
再評価後５年経過

再評価実施後、工期延長または事業費増額の変更を行う事業
変更前の工期または事業費を超過する前年度まで

事業採択後10年経過

再評価の必要性の判断基準に該当する事業
事業採択後６～９年目（交付金事業）

⑤

事業期間５年以内の事業が大幅に工期が延びる見込み
事業採択後５年経過（交付金事業）

⑥

その他

社会経済情勢の急激な変化等（適宜）

⑪

準備・計画

その他上記以外で再評価の実施の必要が生じた事業（適宜）（水産庁、国土交通省）

※２ 「再評価の理由」の項目一覧

区分
国土交通省関係事業

実施時期

未着工
事業採択後５年未着工

①

⑩

長期継続

③： １０年経過
④： ５年経過

（５年経過時点で再評価が必要と判断）



<別記 ６>

事業費

着工 完了 （億円）
前年度迄
事業費

進捗率
用地

進捗率
R2年度
事業費

R3年度
以降事業

（億円） (%)
(%)
※３

（億円） （億円）
当初
※１

現行

H18 R2 10

H18 R6 10.4

H8 R2 15.4

H8 R7 15.6

※１ ２回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。

※３ 用地進捗率の上段は「事業費ベース」、下段（ ）書きは「契約（面積）ベース」である。

令和２年度 再評価対象事業一覧表 令和２年6月作成

整理
番号

事業計画

再評価の
理由※２

再評価の視点

前回
審議
年度

対応
方針

(原案)事業名 施設名
事業
主体

事業箇所 事業概要

工 期 事業進捗の状況及び見込み

上段：当初※１
下段：変更

護岸（改良） L=1,100m

社会経済
情勢の変化

地元等
の意向

費用対効果分析 コスト縮減
及び

代替案立案の
可能性の有無

Ｂ／Ｃ
分析基礎の
要因の変化

上位計画への位置づけ、
関連事業の状況

港湾-
1

長崎港海岸保全事
業

護岸整備 県 長崎市
【マイナス要因】
・工期の延長

再評価後
5年経過

⑧
4.9 46.9 - 0.1 5.4

・長崎県総合計画チャレンジ2020
9-(4)-5「地震、大雨、台風、高潮
などの自然災害に備えた施設整
備など防災対策の推進」に位置
付けられている。

・可能な限りコスト
縮減を図る。代替
案の可能性はな
い。

H27 継続

港湾-
2

面高港海岸保全事
業

護岸整備 県 西海市 護岸（改良） L=951m
再評価後
5年経過

⑧

・長崎県総合計画チャレンジ2020
9-(4)-5「地震、大雨、台風、高潮
などの自然災害に備えた施設整
備など防災対策の推進」に位置
付けられている。

社会経済情勢の変化につい
て、大幅な変化はない。

早期完成が望まれ
ている。

9.8 8.5

11.2 71.8 - 0.2 4.2 H27 継続
社会経済情勢の変化につい
て、大幅な変化はない。

・早期完成が望ま
れている。

1.3 1.2
【マイナス要因】
・工期の延長

・可能な限りコスト
縮減を図る。代替
案の可能性はな
い。

水産庁、農林水産省
林野庁関係事業

実施時期

事業採択後５年経過（補助事業） 事業採択後10(5)年経過（交付金事業）

② ③、④

③

再評価後５年経過（補助・交付金事業） 再評価後10年経過（下水道事業）

⑧ ⑨

⑧

準備・計画段階 予算化後５年経過

⑦

再評価後
再評価後５年経過

再評価実施後、工期延長または事業費増額の変更を行う事業
変更前の工期または事業費を超過する前年度まで

事業採択後10年経過

再評価の必要性の判断基準に該当する事業
事業採択後６～９年目（交付金事業）

⑤

事業期間５年以内の事業が大幅に工期が延びる見込み
事業採択後５年経過（交付金事業）

⑥

その他

社会経済情勢の急激な変化等（適宜）

⑪

準備・計画

その他上記以外で再評価の実施の必要が生じた事業（適宜）（水産庁、国土交通省）

※２ 「再評価の理由」の項目一覧

区分
国土交通省関係事業

実施時期

未着工
事業採択後５年未着工

①

⑩

長期継続

③： １０年経過
④： ５年経過

（５年経過時点で再評価が必要と判断）



<別記 ６>

事業費

着工 完了 （億円）
前年度迄
事業費

進捗率
用地

進捗率
R2年度
事業費

R3年度
以降事業

（億円） (%)
(%)
※３

（億円） （億円）
当初
※１

現行

S63 H40 69.9

S63 H40 69.94

S53 H36 22

S53 H42 22

※１ ２回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。

※３ 用地進捗率の上段は「事業費ベース」、下段（ ）書きは「契約（面積）ベース」である。

令和２年度 再評価対象事業一覧表 令和２年6月作成

整理
番号

事業計画

再評価の
理由※２

再評価の視点

前回
審議
年度

対応
方針

(原案)事業名 施設名

コスト縮減
及び

代替案立案の
可能性の有無

Ｂ／Ｃ
分析基礎の
要因の変化

事業
主体

事業箇所 事業概要

工 期 事業進捗の状況及び見込み

上位計画への位置づけ、
関連事業の状況

上段：当初※１
下段：変更

時津川 県 時津町
改修延長L=2,700m
河道拡幅、河床掘削、護岸整
備、橋梁架替等

再評価後
5年経過

⑧
60.4

社会経済
情勢の変化

地元等
の意向

費用対効果分析

継続

河川-
2

総合流域防災事業 須川川 県
南島原

市

改修延長 L=900m
河道拡幅、河床掘削、護岸整
備、橋梁架替、堰等

再評価後
5年経過

⑧
13.2 60.0

・洪水氾濫被害に
対する安全確保の
ため、河川改修事
業の早期完成が
望まれている。
・時津町から早期
完成を要望されて
いる。

5.7 4.9

【プラス要因】
・特になし
【マイナス要因】
・浸水区域内の資
産の減
【その他要因】
・マニュアルの改
訂（マイナス側要
因）

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。

H2786.3 90.2（85.0） 1.3 8.3

・長崎県総合計画チャレンジ2020
9-(4)-5
地震、大雨、台風、高潮などの自
然災害に備えた施設整備などの
防災対策の推進

当地区は長崎都市圏の、
ベッドタウンとして流域内の
世帯数が増加している。

河川-
1

総合流域防災事業

【プラス要因】
・特になし
【マイナス要因】
・工期の延長（用
地交渉の難航）
・浸水区域内の資
産の減
【その他要因】
・マニュアルの改
訂（マイナス側要
因）

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。

H27 継続84.6（38.0） 0.1 8.7

・長崎県総合計画チャレンジ2020
9-(4)-5
地震、大雨、台風、高潮などの自
然災害に備えた施設整備などの
防災対策の推進

・想定氾濫区域内の住宅、
事業所は減少傾向にあるが
依然として多数存在してい
る。

・洪水氾濫被害に
対する安全確保の
ため、河川改修事
業の早期完成が
望まれている。
・南島原市から早
期完成を要望され
ている。

2.4 1.7

水産庁、農林水産省
林野庁関係事業

実施時期

事業採択後５年経過（補助事業） 事業採択後10(5)年経過（交付金事業）

② ③、④

③

再評価後５年経過（補助・交付金事業） 再評価後10年経過（下水道事業）

⑧ ⑨

⑧

準備・計画段階 予算化後５年経過

⑦

再評価後
再評価後５年経過

再評価実施後、工期延長または事業費増額の変更を行う事業
変更前の工期または事業費を超過する前年度まで

事業採択後10年経過

再評価の必要性の判断基準に該当する事業
事業採択後６～９年目（交付金事業）

⑤

事業期間５年以内の事業が大幅に工期が延びる見込み
事業採択後５年経過（交付金事業）

⑥

その他

社会経済情勢の急激な変化等（適宜）

⑪

準備・計画

その他上記以外で再評価の実施の必要が生じた事業（適宜）（水産庁、国土交通省）

※２ 「再評価の理由」の項目一覧

区分
国土交通省関係事業

実施時期

未着工
事業採択後５年未着工

①

⑩

長期継続

③： １０年経過
④： ５年経過

（５年経過時点で再評価が必要と判断）



<別記 ６>

事業費

着工 完了 （億円）
前年度迄
事業費

進捗率
用地

進捗率
R2年度
事業費

R3年度
以降事業

（億円） (%)
(%)
※３

（億円） （億円）
当初
※１

現行

令和２年度 再評価対象事業一覧表 令和２年6月作成

整理
番号

事業計画

再評価の
理由※２

再評価の視点

前回
審議
年度

対応
方針

(原案)事業名 施設名

コスト縮減
及び

代替案立案の
可能性の有無

Ｂ／Ｃ
分析基礎の
要因の変化

事業
主体

事業箇所 事業概要

工 期 事業進捗の状況及び見込み

上位計画への位置づけ、
関連事業の状況

上段：当初※１
下段：変更

社会経済
情勢の変化

地元等
の意向

費用対効果分析

H26 H45 90

H26 H45 90

H14 H34 13.6

H14 H39 15.2

※１ ２回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。

※３ 用地進捗率の上段は「事業費ベース」、下段（ ）書きは「契約（面積）ベース」である。

69.3
河川-
3

広域河川改修事業 早岐川 県
佐世保

市

改修延長L=1,840m
新川開削、河道拡幅、河床掘
削、築堤、橋梁架替等

0.0 5.0

・長崎県総合計画チャレンジ2020
9-(4)-5「地震、大雨、台風、高潮
などの自然災害に備えた施設整
備など防災対策の推進」に位置
付けられている。

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。

－ 継続

河川-
4

総合流域防災事業 後の川 県 五島市
延長 L=1,080m
河道拡幅、河床掘削、護岸整
備、橋梁架替等

再評価後変更
⑩

・長崎県総合計画チャレンジ2020
9-(4)-5
地震、大雨、台風、高潮などの自
然災害に備えた施設整備などの
防災対策の推進

・特に開発計画はないが早
岐駅が近くにあり、災害弱者
施設が集中している。

・洪水氾濫被害に
対する安全確保の
ため、改修事業が
望まれている。
・佐世保市から早
期完成を要望され
ている。

3.4 3.4

【プラスの要因】
・特になし
【マイナス要因】
・浸水区域内の資
産の減
【その他要因】
・マニュアルの改
訂（マイナス側要
因）

その他
⑫

16.1 17.9 19.3(32.0) 4.6

H29 継続
社会情勢等について大きな
変化はない。

・洪水氾濫被害に
対する安全確保の
ため、河川改修事
業の早期完成が
望まれる。
・五島市から早期
完成を要望されて
いる。

10.6 9.5

【プラス要因】
・浸水区域内の資
産の増
【マイナス要因】
・事業費の増（仮
設工法の変更）
・工期の延長（用
地交渉の難航）
【その他要因】
・マニュアルの改
訂（マイナス側要
因）

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。

10.2 67.1 97.3（93.8）

水産庁、農林水産省
林野庁関係事業

実施時期

事業採択後５年経過（補助事業） 事業採択後10(5)年経過（交付金事業）

② ③、④

③

再評価後５年経過（補助・交付金事業） 再評価後10年経過（下水道事業）

⑧ ⑨

⑧

準備・計画段階 予算化後５年経過

⑦

再評価後
再評価後５年経過

再評価実施後、工期延長または事業費増額の変更を行う事業
変更前の工期または事業費を超過する前年度まで

事業採択後10年経過

再評価の必要性の判断基準に該当する事業
事業採択後６～９年目（交付金事業）

⑤

事業期間５年以内の事業が大幅に工期が延びる見込み
事業採択後５年経過（交付金事業）

⑥

その他

社会経済情勢の急激な変化等（適宜）

⑪

準備・計画

その他上記以外で再評価の実施の必要が生じた事業（適宜）（水産庁、国土交通省）

※２ 「再評価の理由」の項目一覧

区分
国土交通省関係事業

実施時期

未着工
事業採択後５年未着工

①

⑩

長期継続

③： １０年経過
④： ５年経過

（５年経過時点で再評価が必要と判断）



<別記 ６>

事業費

着工 完了 （億円）
前年度迄
事業費

進捗率
用地

進捗率
R2年度
事業費

R3年度
以降事業

（億円） (%)
(%)
※３

（億円） （億円）
当初
※１

現行

令和２年度 再評価対象事業一覧表 令和２年6月作成

整理
番号

事業計画

再評価の
理由※２

再評価の視点

前回
審議
年度

対応
方針

(原案)事業名 施設名

コスト縮減
及び

代替案立案の
可能性の有無

Ｂ／Ｃ
分析基礎の
要因の変化

事業
主体

事業箇所 事業概要

工 期 事業進捗の状況及び見込み

上位計画への位置づけ、
関連事業の状況

上段：当初※１
下段：変更

社会経済
情勢の変化

地元等
の意向

費用対効果分析

S59 H38 83.6

S59 H48 83.6

H14 H34 15.7

H14 H37 21

※１ ２回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。

※３ 用地進捗率の上段は「事業費ベース」、下段（ ）書きは「契約（面積）ベース」である。

54.8（51.3） 0.0 40.3

・長崎県総合計画チャレンジ2020
9-(4)-5「地震、大雨、台風、高潮
などの自然災害に備えた施設整
備など防災対策の推進」に位置
付けられている。

想定氾濫区域内の居住者等
は減少傾向にあるが、平地
部は住宅集落や農地が依然
として多く存在し、 令和元
年9月の台風17号により多
数の家屋の浸水被害が発生
していることから、住民から
早期完成が望まれている。

河川-
5

総合流域防災事業 佐護川 県 対馬市
改修延長 Ｌ＝6,850ｍ
河道拡幅、河床掘削、護岸整
備、橋梁架替、堰等

再評価後
5年経過

⑧
43.3

継続100（100） 0.5 6.3

・長崎県総合計画チャレンジ2020
9-（4）-5「地震、大雨、台風、高潮
などの自然災害に備えた施設整
備など防災対策の推進」に位置
付けられている。

社会情勢等について大きな
変化はない。

洪水氾濫被害に対
する安全確保のた
め、河川改修事業
の早期完成が望ま
れる。

継続

河川-
6

総合流域防災事業 田川 県 対馬市
改修延長L=1,680m
河道拡幅、河床掘削、護岸整
備、橋梁等

再評価後変更
⑩

14.2 67.6

・洪水氾濫被害に
対する安全確保の
ため、河川改修事
業の早期完成が
望まれる。
・対馬市から早期
完成を要望されて
いる。

1.7 1.6

【プラスの要因】
・特になし
【マイナス要因】
・浸水区域内の資
産の減
・工期の延長（用
地交渉の難航）
【その他要因】
・マニュアルの改
訂（マイナス側要
因）

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。

Ｈ2751.8

5.0 4.0

【プラス要因】
・特になし
【マイナス要因】
・事業費の増（橋
梁架替）
・工期の延長（護
岸基礎の変更）
【その他要因】
・マニュアルの改
訂（マイナス側要
因）

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。

H30

水産庁、農林水産省
林野庁関係事業

実施時期

事業採択後５年経過（補助事業） 事業採択後10(5)年経過（交付金事業）

② ③、④

③

再評価後５年経過（補助・交付金事業） 再評価後10年経過（下水道事業）

⑧ ⑨

⑧

準備・計画段階 予算化後５年経過

⑦

再評価後
再評価後５年経過

再評価実施後、工期延長または事業費増額の変更を行う事業
変更前の工期または事業費を超過する前年度まで

事業採択後10年経過

再評価の必要性の判断基準に該当する事業
事業採択後６～９年目（交付金事業）

⑤

事業期間５年以内の事業が大幅に工期が延びる見込み
事業採択後５年経過（交付金事業）

⑥

その他

社会経済情勢の急激な変化等（適宜）

⑪

準備・計画

その他上記以外で再評価の実施の必要が生じた事業（適宜）（水産庁、国土交通省）

※２ 「再評価の理由」の項目一覧

区分
国土交通省関係事業

実施時期

未着工
事業採択後５年未着工

①

⑩

長期継続

③： １０年経過
④： ５年経過

（５年経過時点で再評価が必要と判断）



<別記 ６>

事業費

着工 完了 （億円）
前年度迄
事業費

進捗率
用地

進捗率
R2年度
事業費

R3年度
以降事業

（億円） (%)
(%)
※３

（億円） （億円）
当初
※１

現行

令和２年度 再評価対象事業一覧表 令和２年6月作成

整理
番号

事業計画

再評価の
理由※２

再評価の視点

前回
審議
年度

対応
方針

(原案)事業名 施設名

コスト縮減
及び

代替案立案の
可能性の有無

Ｂ／Ｃ
分析基礎の
要因の変化

事業
主体

事業箇所 事業概要

工 期 事業進捗の状況及び見込み

上位計画への位置づけ、
関連事業の状況

上段：当初※１
下段：変更

社会経済
情勢の変化

地元等
の意向

費用対効果分析

S56 H33 31.6

S56 H37 31.6

H13 H35 25

H13 H35 25

※１ ２回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。

※３ 用地進捗率の上段は「事業費ベース」、下段（ ）書きは「契約（面積）ベース」である。

江川川 市 長崎市
延長 L=2,530m
河床掘削、護岸整備及び橋梁
掛替等

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。

Ｈ30 継続

河川-
8

都市基盤
河川改修事業

大井手川 市 長崎市
改修延長 Ｌ＝２,１５０ｍ
河道拡幅、河床掘削、護岸
整備、橋梁架替等

再評価後
5年経過

⑧

上位計画：長崎市第四次総合計
画において「災害に強いまちづくり
をすすめるため、河川の整備を実
施する」と位置付けされている。
関連事業：特になし

社会情勢等について大きな
変化はない。

洪水氾濫被害に対
する安全確保のた
めの改修事業の
早期完成が望まれ
ている。

3.5 3.1

【プラス要因】
・特になし

【マイナス要因】
・浸水区域内の資
産の減
・工期の延長（用
地交渉）

再評価後変更
⑩

28.4 89.9 95.7（98.0） 0.5 2.7
河川-
7

都市基盤
河川改修事業

H27 継続

河川に隣接する地区では、
県営住宅の整備や区画整理
事業による宅地化が進んで
いる。

早期完成を要望。 4.8 3.6

【プラス要因】
・特になし
【マイナス要因】
・家屋数の減
【その他】
・マニュアルの改
訂（マイナス側要
因）

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。

12.9 51.6 74（76） 2.1 10.0

長崎市第四次総合計画の主要事
業に位置づけられており、滑石地
区の公営住宅立替事業、街路事
業等と連携して進めている。

水産庁、農林水産省
林野庁関係事業

実施時期

事業採択後５年経過（補助事業） 事業採択後10(5)年経過（交付金事業）

② ③、④

③

再評価後５年経過（補助・交付金事業） 再評価後10年経過（下水道事業）

⑧ ⑨

⑧

準備・計画段階 予算化後５年経過

⑦

再評価後
再評価後５年経過

再評価実施後、工期延長または事業費増額の変更を行う事業
変更前の工期または事業費を超過する前年度まで

事業採択後10年経過

再評価の必要性の判断基準に該当する事業
事業採択後６～９年目（交付金事業）

⑤

事業期間５年以内の事業が大幅に工期が延びる見込み
事業採択後５年経過（交付金事業）

⑥

その他

社会経済情勢の急激な変化等（適宜）

⑪

準備・計画

その他上記以外で再評価の実施の必要が生じた事業（適宜）（水産庁、国土交通省）

※２ 「再評価の理由」の項目一覧

区分
国土交通省関係事業

実施時期

未着工
事業採択後５年未着工

①

⑩

長期継続

③： １０年経過
④： ５年経過

（５年経過時点で再評価が必要と判断）



<別記 ６>

事業費

着工 完了 （億円）
前年度迄
事業費

進捗率
用地

進捗率
R2年度
事業費

R3年度
以降事業

（億円） (%)
(%)
※３

（億円） （億円）
当初
※１

現行

H23 H28 4

H23 R5 6

H23 H28 2.5

H23 R5 3.6

※１ ２回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。

※３ 用地進捗率の上段は「事業費ベース」、下段（ ）書きは「契約（面積）ベース」である。

令和２年度 再評価対象事業一覧表 令和２年6月作成

整理
番号

事業計画

再評価の
理由※２

再評価の視点

前回
審議
年度

対応
方針

(原案)事業名 施設名
社会経済

情勢の変化
地元等
の意向

費用対効果分析 コスト縮減
及び

代替案立案の
可能性の有無

Ｂ／Ｃ
分析基礎の
要因の変化

事業
主体

事業箇所 事業概要

工 期 事業進捗の状況及び見込み

上位計画への位置づけ、
関連事業の状況

上段：当初※１
下段：変更

1.0 1.0 1.4

・長崎県総合計画チャレンジ2020
9-（4）-5
「地震、大雨、台風、高潮などの

自然災害に備えた施設整備など
防災対策の推進」に位置付けら
れている。

―
砂防-
1

水頭川火山砂防事
業

砂防施設 県 長崎市
砂防堰堤工 1基
渓流保全工 1式

事業採択後
10年経過

③
3.6

継続1.0 0.6 1.8

・長崎県総合計画チャレンジ2020
9-（4）-5
「地震、大雨、台風、高潮などの

自然災害に備えた施設整備など
防災対策の推進」に位置付けら
れている。

―
地元より早期の事
業概成を求められ
ている。

継続

砂防-
2

寺畑川事業間連携
砂防等事業（砂防）

砂防施設 県 諫早市
砂防堰堤工 1基
渓流保全工 1式

事業採択後
10年経過

③
1.2 32.5

地元より早期の事
業概成を求められ
ている。

3.4 3.3

【プラス要因】
・費用便益分析マ
ニュアルの改定
【マイナス要因】
・事業費の増
・工期の延長

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。
・代替案の可能性
はない。

-60.0

4.8 6.1

【プラス要因】
・費用便益分析マ
ニュアルの改定
【マイナス要因】
・事業費の増
・工期の延長

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。
・代替案の可能性
はない。

-

水産庁、農林水産省
林野庁関係事業

実施時期

事業採択後５年経過（補助事業） 事業採択後10(5)年経過（交付金事業）

② ③、④

③

再評価後５年経過（補助・交付金事業） 再評価後10年経過（下水道事業）

⑧ ⑨

⑧

準備・計画段階 予算化後５年経過

⑦

再評価後
再評価後５年経過

再評価実施後、工期延長または事業費増額の変更を行う事業
変更前の工期または事業費を超過する前年度まで

事業採択後10年経過

再評価の必要性の判断基準に該当する事業
事業採択後６～９年目（交付金事業）

⑤

事業期間５年以内の事業が大幅に工期が延びる見込み
事業採択後５年経過（交付金事業）

⑥

その他

社会経済情勢の急激な変化等（適宜）

⑪

準備・計画

その他上記以外で再評価の実施の必要が生じた事業（適宜）（水産庁、国土交通省）

※２ 「再評価の理由」の項目一覧

区分
国土交通省関係事業

実施時期

未着工
事業採択後５年未着工

①

⑩

長期継続

③： １０年経過
④： ５年経過

（５年経過時点で再評価が必要と判断）



<別記 ６>

事業費

着工 完了 （億円）
前年度迄
事業費

進捗率
用地

進捗率
R2年度
事業費

R3年度
以降事業

（億円） (%)
(%)
※３

（億円） （億円）
当初
※１

現行

令和２年度 再評価対象事業一覧表 令和２年6月作成

整理
番号

事業計画

再評価の
理由※２

再評価の視点

前回
審議
年度

対応
方針

(原案)事業名 施設名
社会経済

情勢の変化
地元等
の意向

費用対効果分析 コスト縮減
及び

代替案立案の
可能性の有無

Ｂ／Ｃ
分析基礎の
要因の変化

事業
主体

事業箇所 事業概要

工 期 事業進捗の状況及び見込み

上位計画への位置づけ、
関連事業の状況

上段：当初※１
下段：変更

H20 H34 7.9

H20 R6 11

H23 H32 4.6

H23 R7 8

※１ ２回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。

※３ 用地進捗率の上段は「事業費ベース」、下段（ ）書きは「契約（面積）ベース」である。

砂防施設 県 対馬市
砂防堰堤工 3基
渓流保全工 1式

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。
・代替案の可能性
はない。

H29 継続

砂防-
4

坊ノ上地区地すべり
対策事業

地すべり防止施設 県
佐世保

市

集水井工 ３基
集水ボーリング工 １式
横ボーリング工 １式
杭工 N=220本

事業採択後
10年経過

③

・長崎県総合計画チャレンジ2020
9-（4）-5
「地震、大雨、台風、高潮などの

自然災害に備えた施設整備など
防災対策の推進」に位置付けら
れている。

―
地元より早期の事
業概成を求められ
ている。

9.3 6.3
【マイナス要因】
・事業費の増
・工期の延長

再評価後変更
⑩

6.7 60.9 98（95） 1.0 3.3
砂防-
3

一重川通常砂防事
業

- 継続―
地元より早期の事
業概成を求められ
ている。

3.9 6.6

【プラス要因】
・費用便益分析マ
ニュアルの改定
【マイナス要因】
・事業費の増
・工期の延長

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。
・代替案の可能性
はない。

3.8 47.5 1.0 0.5 3.7

・長崎県総合計画チャレンジ2020
9-（4）-5
「地震、大雨、台風、高潮などの

自然災害に備えた施設整備など
防災対策の推進」に位置付けら
れている。

水産庁、農林水産省
林野庁関係事業

実施時期

事業採択後５年経過（補助事業） 事業採択後10(5)年経過（交付金事業）

② ③、④

③

再評価後５年経過（補助・交付金事業） 再評価後10年経過（下水道事業）

⑧ ⑨

⑧

準備・計画段階 予算化後５年経過

⑦

再評価後
再評価後５年経過

再評価実施後、工期延長または事業費増額の変更を行う事業
変更前の工期または事業費を超過する前年度まで

事業採択後10年経過

再評価の必要性の判断基準に該当する事業
事業採択後６～９年目（交付金事業）

⑤

事業期間５年以内の事業が大幅に工期が延びる見込み
事業採択後５年経過（交付金事業）

⑥

その他

社会経済情勢の急激な変化等（適宜）

⑪

準備・計画

その他上記以外で再評価の実施の必要が生じた事業（適宜）（水産庁、国土交通省）

※２ 「再評価の理由」の項目一覧

区分
国土交通省関係事業

実施時期

未着工
事業採択後５年未着工

①

⑩

長期継続

③： １０年経過
④： ５年経過

（５年経過時点で再評価が必要と判断）



<別記 ６>

事業費

着工 完了 （億円）
前年度迄
事業費

進捗率
用地

進捗率
R2年度
事業費

R3年度
以降事業

（億円） (%)
(%)
※３

（億円） （億円）
当初
※１

現行

令和２年度 再評価対象事業一覧表 令和２年6月作成

整理
番号

事業計画

再評価の
理由※２

再評価の視点

前回
審議
年度

対応
方針

(原案)事業名 施設名
社会経済

情勢の変化
地元等
の意向

費用対効果分析 コスト縮減
及び

代替案立案の
可能性の有無

Ｂ／Ｃ
分析基礎の
要因の変化

事業
主体

事業箇所 事業概要

工 期 事業進捗の状況及び見込み

上位計画への位置づけ、
関連事業の状況

上段：当初※１
下段：変更

H19 H33 3.5

H19 R6 5.3

H24 H32 6

H23 R4 6

※１ ２回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。

※３ 用地進捗率の上段は「事業費ベース」、下段（ ）書きは「契約（面積）ベース」である。

砂防-
5

三川（３）地区急傾斜
地崩壊対策事業

急傾斜地崩壊防止
施設

県 長崎市

法面工 A=6,885㎡
現場打法枠工 A=619㎡
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ枠工 A=350㎡
現場吹付法枠工 A=3,703㎡
ﾉﾝﾌﾚｰﾑ工 A=2,213㎡

再評価後変更
⑩

3.2 継続

砂防-
6

陣の内（2）地区急傾
斜地崩壊対策事業

急傾斜地崩壊防止
施設

県
佐世保

市

法面工 A=4,733㎡
現場吹付法枠工 L=1,444㎡
現場打法枠工 A=1,487㎡
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠工 A=1,802㎡

事業採択後
10年経過

③
3.7 61.4

地元より早期の事
業概成を求められ
ている。

2.4 1.8
【マイナス要因】
・事業費の増
・工期の延長

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。
・代替案の可能性
はない。

H2860.4 1.0 0.5 1.6

・長崎県総合計画チャレンジ2020
9-（4）-5
「地震、大雨、台風、高潮などの

自然災害に備えた施設整備など
防災対策の推進」に位置付けら
れている。

―

3.5 4.1

【プラス要因】
・保全人家の増
【マイナス要因】
・工期の延長

・これまで可能な
限りコスト縮減を
図ってきており、
事業効率化に大
きく寄与する新た
なコスト縮減は見
込めない。
・代替案の可能性
はない。

-
見直し
継続

1.0 0.4 1.9

・長崎県総合計画チャレンジ2020
9-（4）-5
「地震、大雨、台風、高潮などの

自然災害に備えた施設整備など
防災対策の推進」に位置付けら
れている。

保全対象人家が21戸⇒32戸
に増加

地元より早期の事
業概成を求められ
ている。

水産庁、農林水産省
林野庁関係事業

実施時期

事業採択後５年経過（補助事業） 事業採択後10(5)年経過（交付金事業）

② ③、④

③

再評価後５年経過（補助・交付金事業） 再評価後10年経過（下水道事業）

⑧ ⑨

⑧

準備・計画段階 予算化後５年経過

⑦

再評価後
再評価後５年経過

再評価実施後、工期延長または事業費増額の変更を行う事業
変更前の工期または事業費を超過する前年度まで

事業採択後10年経過

再評価の必要性の判断基準に該当する事業
事業採択後６～９年目（交付金事業）

⑤

事業期間５年以内の事業が大幅に工期が延びる見込み
事業採択後５年経過（交付金事業）

⑥

その他

社会経済情勢の急激な変化等（適宜）

⑪

準備・計画

その他上記以外で再評価の実施の必要が生じた事業（適宜）（水産庁、国土交通省）

※２ 「再評価の理由」の項目一覧

区分
国土交通省関係事業

実施時期

未着工
事業採択後５年未着工

①

⑩

長期継続

③： １０年経過
④： ５年経過

（５年経過時点で再評価が必要と判断）



<別記 ６>

事業費

着工 完了 （億円）
前年度迄
事業費

進捗率
用地

進捗率
R2年度
事業費

R3年度
以降事業

（億円） (%)
(%)
※３

（億円） （億円）
当初
※１

現行

H13 R11 126.2

H13 R11 138.4

H8 R3 64.2

H8 R3 64.9

※１ ２回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。

※３ 用地進捗率の上段は「事業費ベース」、下段（ ）書きは「契約（面積）ベース」である。

令和２年度 再評価対象事業一覧表 令和２年6月作成

整理
番号

事業計画

再評価の
理由※２

再評価の視点

前回
審議
年度

対応
方針

(原案)事業名 施設名
事業
主体

事業箇所 事業概要

工 期 事業進捗の状況及び見込み

上段：当初※１
下段：変更

施行面積 Ａ＝20.3ｈａ
建物移転 Ｎ＝315戸
宅地造成 Ａ＝13.9ｈａ
道路築造 Ｌ＝6,860ｍ
公園 Ａ＝0.6ｈａ
平均減歩率 24.23％

社会経済
情勢の変化

地元等
の意向

費用対効果分析 コスト縮減
及び

代替案立案の
可能性の有無

Ｂ／Ｃ
分析基礎の
要因の変化

上位計画への位置づけ、
関連事業の状況

住宅-
1

土地区画整理事業 時津中央第２地区 町 時津町

【プラス要因】
・地価の上昇
【マイナス要因】
・事業費の増（労
務単価、資材単
価等の上昇）

再評価後
5年経過

⑧
97.2 70.2 - 18.6 22.6

・波佐見都市計画区域マスタープ
ラン（H27.12改訂）において、「市
街地整備の目標」として事業が位
置づけられている。

・第5次波佐見町総合計画（H25
年策定）の「都市基盤の整備」
に位置づけられている。

・公共下水道事業の認可区域に
なっており、当事業の進捗に沿っ
て実施されている。

・造成済みの町仮
換地と、これから
移転する地権者
の仮換地を交換
し、移転方法を直
接移転とすること
で、仮住居費用等
の移転補償費削
減を図っている。

・代替案の可能性
はない。

H27 継続

住宅-
2

土地区画整理事業 西ノ原地区 町
波佐見

町

区域面積：16.6㏊
建物移転：132戸
宅地造成：11.6㏊
道路築造：3,987.7m
公園・緑地：0.7㏊

再評価後
5年経過

⑧

・第5次時津町総合計画(H23策
定)の基本計画、土地利用・市街
地整備の項目に位置付けられて
いる。

・時津町都市計画マスタープラン
(平成24年策定）の土地利用基本
方針に位置付けられている。

・都市基盤の整備により住
宅地としての魅力が高まっ
たため、使用収益を開始し
た地域では人口・世帯の流
入が続き、取引価格が上昇
している。

・平成２２年の着工以降、事
業が順調に進展している一
方で、地権者の高齢化が進
んでいることから、一刻も早
い事業完了を望む声が強く
なっている。

・事業の早期完了
が望まれている。

1.1 1.0

18.4 28.4 - 2.0 44.5 H27 継続

・当地区にある歴史的建造
物や旧製陶所をリノベーショ
ンしたカフェ等が注目されて
おり、県内外からの観光客
が増加している。

・事業の早期完了
が望まれている。

1.0 1.0

【プラス要因】
・地価の下落率改
善による便益の
増
【マイナス要因】
・道路、宅地整備
による工事費の
増

・区域内の発生土
を区域内の造成
に流用しコスト縮
減を図る。

・代替案の可能性
は無い。

水産庁、農林水産省
林野庁関係事業

実施時期

事業採択後５年経過（補助事業） 事業採択後10(5)年経過（交付金事業）

② ③、④

③

再評価後５年経過（補助・交付金事業） 再評価後10年経過（下水道事業）

⑧ ⑨

⑧

準備・計画段階 予算化後５年経過

⑦

再評価後
再評価後５年経過

再評価実施後、工期延長または事業費増額の変更を行う事業
変更前の工期または事業費を超過する前年度まで

事業採択後10年経過

再評価の必要性の判断基準に該当する事業
事業採択後６～９年目（交付金事業）

⑤

事業期間５年以内の事業が大幅に工期が延びる見込み
事業採択後５年経過（交付金事業）

⑥

その他

社会経済情勢の急激な変化等（適宜）

⑪

準備・計画

その他上記以外で再評価の実施の必要が生じた事業（適宜）（水産庁、国土交通省）

※２ 「再評価の理由」の項目一覧

区分
国土交通省関係事業

実施時期

未着工
事業採択後５年未着工

①

⑩

長期継続

③： １０年経過
④： ５年経過

（５年経過時点で再評価が必要と判断）


